転出（帰国）届・在留記載事項変更届

２００　　年　　月　　日

大連出張駐在官事務所　殿
届出者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
所属（留学）先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
住所（連絡先）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

以下、１．２．３．のいずれかに○印をつけて該当事項を記入してください。

１．転出（帰国）届（本人が家族とともに転出する場合）
　　（１）転出日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　（２）転出理由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　（３）転出後の連絡先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　（４）同行家族氏名・続柄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２．家族転出（帰国）届（家族だけが転出する場合）

　　（１）転出家族の氏名・続柄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　（２）転出日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　（３）転出理由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３．在留届記載事項変更届（変更事項のみを記入してください）
	（１）
	住所
	新住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	
	
	電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	（２）
	所属先
	新住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	
	
	電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	（３）
	緊急連絡先
	氏名または連絡先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	
	
	住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	
	
	電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	（４）
	同居家族
	（新たに家族が同居するようになった場合）

	続柄
	氏名
（上段ローマ字、下段漢字）
	生年月日
	旅券

	
	
	
	番号
	発行年月日
	発行官庁

	
	
	　年　　月　　日
	
	　　年　　月　　日
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	　年　　月　　日
	
	　　年　　月　　日
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	　年　　月　　日
	
	　　年　　月　　日
	

	
	
	
	
	
	

	（５）
	E-mail、その他
	


· 本届は大連出張駐在官事務所に持参・郵送・FAX送付（０４１１－８３７０－４０６６）のいずれでも結構です。
〒１１６０１１　大連市西崗区中山路１４７号森茂大厦３F　大連出張駐在官事務所
· 当事務所の管轄地域は、大連市内四区、金洲区、開発区、旅順口区、瓦房店市、普蘭店市、庄河市、　
長海県です。
· 当事務所で印鑑登録をした方が転出すると、その印鑑登録は届け出或いは職権により抹消となります。

· 在外選挙人登録を行っている方で、日本に帰国する方は、帰国後もしばらくは「在外選挙人証」を大切に保管して下さい。帰国して転入届を提出後、４ヶ月以内に国政選挙に参加する場合、「在外選挙人証」が必要になります。
